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教養 ・外国語教育セ ンター紀要

『イ ングラ ン ドにお ける常備軍 の歴史』1に 対 す る手短な返答 、お よび著者 について2

ロ ン ドン:1698年 印刷

序文

世 の中のあ らゆる時代 にお いて、 また最良 の政府の もとで も、 いつ も誰かの成功 に対す

る羨 望か、野心 、虚栄心 、 も しくは個人 的 目的 か らか、 こ とあ る ごとに不満 をあ らわ に

し、 自分 たちの統治者の行為 を笑い もの に し、痛烈 に批判す る人 々が いた。歴史 はこの種

の例 で溢 れてお り、私が相手 に してい る紳士方が その ようなこ とは知 らない な どと想像す

るこ とは彼 らに対す る侮辱 となるだろ う。

我 々の時代で は、 ニ ックネームで呼ぶ こ とが ひ どく流行 してい るので、彼 らをぶつぶつ

言 う人、不平家、 な どの よ うな もの と呼ぶ。 その ような人 々にあ なが ち不適切 とも言 えな

い言葉 をある詩人が投 げか けてい る。

そ してた とえ神 イエスが統治 され よ うとも彼 らはまた不平 を言 うだろう。

これは常備軍 の歴史 につい て、 これ ら政府 に反対す る人 々、世 の中の不満分子 な どの話

しで世 間の関心 をひいて きたこれ らの人 々に対す る返答 として もあなが ち的 はずれ とはな

らないだろう。彼 らはいつ も行政官 を しかめ面でみつめ、上役の小指 のように叫 び声 をあ

げる。 しか し、 ここで は彼 らの一般的 な性格 につ いて詳 しく述べ る余地 はない。 ただ次の

こ とだけは述べ てお く必要が ある。す なわちこの ような類の人 々には、 自分 たちの性質 と

目的 の 両 方 に、本 質 的で 主 要 な支 柱 と して 分 離 で きな い付 属 物 が あ る。彼 らは常 に

ギャーギャー とわめ き騒 ぎ、お のの き、 そ して悲 しいニ ュースで世 間を怯 えさせ る。宗教

や 自由、 もしくは双方 とも彼 らの集 団の確 実 な旗 印であ る。そ して彼 らの帽子 には リボ ン

がつ いていない だろうか。 ローマ カ トリック反対、奴隷制度反対、常備軍反対、大蔵卿反

対、 な ど。

この事件や、 自分 たち独 自の方法で論 じた著者 の裏側 を吟味す れば、栄誉 ある地位への

道 は彼 らが常 に反対者の名簿 に名 を連ね るこ とになる。そ して自由を求めて これ ほ どまで

に精 力的 に書物 を著 された これ らの紳士 方が その よ うな ことを され る とは言 わない まで

も、そ う した人物 を我 々に明確 に示 してい る。彼 らはス トラフォー ド卿3、 お よび ノイ卿4

であ り、私 は他 に も何 人 かの名前 をあ げる こ とがで きる。栄誉 ある地位 へ の道 と して、

チ ャールズー世5が 下 院で、 国王 に反対意見 を述べ させ る慣 習 を始 めた、 と彼 らは言 う。

それ は どうなったか。実際 に、彼 らが金 目当 てで あるこ とに国王が気づ き、彼 らの発言 を
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止め よ うと騒 ぎ立 てた。 それ以後、 これが 目に余 る方法 となったこ とは疑いが ない。

宮廷で議会をのの しり、

そのおかげでただちに栄誉ある地位を手に入れる。

しか しそれが どの よ うに広 まったのか。個人的 な 目的がそ のような不平の裏側 に広 く存

在 してい るので、我 々はその提案 に反対す る証拠 と気づ くこ とはなか った。

他方、私 はここで、重要 な人物の数 え切れ ない ほ どの例 を挙 げるこ とが 出来 る。宮廷の

恩寵 を受 けてい る人 々が 自分 たちの期待 を裏切 られ、宮廷が 自分 たちの功績 に報いてい な

い と思 うとす ぐに民衆 に寝返 り、 国民の 自由を扇動 し、宮廷 の批判者 となる。私 はこの こ

とに よって、S卿 、D卿 やH氏 、H氏 な ど6の 特 定の人物 をさ してい るわ

けで はない。 ぴった り合 う人 に当て はめ ればよい。

この不満 とい う悪霊 はこの最高の治世で、い ままで にイ ングラン ドが経験 した こ ともな

い ような穏健 な政府 の も とで駆 けず り回 ってい る。単独 の著者 とか個人 に よってで はな

く、 とりわけ誤解 した政治家 のクラブ全体 によるこの ような出版物の議論で政府が悩 まさ

れている。彼 らはこの治世で なけれ ば どの治世 において も当然の扱い を受 けたで あろう。

もしこの国の最高 の人 々の そのような陰謀が、疑い な く誰 しもが真 のイ ングラ ン ド女王

と認 め、比類無 き思慮 を持 って国家 を統治 された、エ リザベス女王の治世 に企て られ たな

ら、彼 らは きわめて厳 しく扱 われ たであ ろ う。 しか し彼 らには、 ほ とん ど何で もしゃべ ら

せ て もらえる完全 な自由が与 え られ、本 当に彼 らは度 を過 ご してお り、下品で、不作法で

さえある。 とい うの は、彼 らは国王 自身を嘲 り、か らかい、 そ して国王陛下 に対 して滑稽

な賛辞 をお くり、 きわめ て下 品な悪 口を投 げか けてい るの だ。

これはあま りに も下品 な書 き方 なので、彼 らと同 じような下品 な返事 はせず、彼 らを紳

士 らしく扱い たい し、彼 らが紳士的 に振 る舞 うか振 る舞 わないか は、彼 らに任せ たい。

(1)

常備軍の歴史に対する手短な回答。

イ ングラ ン ドにお ける軍隊 に反対す る抗議 は きわめて独 断的 に実行 されてい るので、不

平 を述べ ている人へ何 を言 って も効果が ある とは思 えない。彼 らは自説 を主張 しつづ けて

お り、 自分 たちに対す る発言や、傾聴 に値す る意見 に対 して耳 をかそ う ともしない。 とい

うの は、軍隊が我 々の破滅 となるに違い ない、 というこ との真偽 を公平 に論 じるので はな
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く、政府 に対 して疑念 を抱かせ るこ とが彼 らの 目的であ る と思 われるか らで ある。

私 は彼 らの要求 に したが って彼 らの以前の著作 を注意深 く調べ てみ た。そ して この 中で

彼 らに対す るい くつかの返答 をさせ て頂 いている。それ らのい くつか は彼 らに とって大い

に重 要で ある と思 うが、彼 らはほ とん ど意味が な く、注 目に値す る とは考 えてお られ な

い ○

彼 らは 『常備軍の歴史』 と呼ぶ ものを世間に発表 しているが、その中でい くつかの誤

り、省略、そして矛盾を犯 している。そ して歴史的な部分はその趣旨には全 く無関係なの

で省略 されても構わないが、以下の事柄は彼 らに告げておいた方が きわめて適切 と思われ

る。

(2)

まず始 めに、彼 らが 「常備軍」 と呼ぶ九千人のスペ イン軍が ネーデルラ ン ト十七州で何

か に成功 を収 めた、 とい うことは誤 りであ る。 そ して もし彼 らがス トラー ダ7と ベ ンティ

ボ リオ8を それ らの著者 として再検 討す れば、アルバ 公爵9と ドン ・ルイス ・ド ・レケセ

ンス10は フ ローニ ンゲ ン11近 くの戦 い で はナ ッソーの ルー トヴ ィ ヒ12に 対 して、 また

ハ ール レム13と モ ンス14の 包 囲におい て も非 常 な大 軍 を投入 してい た ことが分 かるだ ろ

う。 アルバ公爵 は最初 に一万 四千の兵 を従 えてお り、 また別 のモ ンス包囲戦 において はさ

らに二万 四千 人 を召集 した。 そ してエ フモ ン ト伯爵15が 外 国軍 に対 抗す るため に援 軍 を

要請 した ときには、スペ イ ン軍 はそ の国の軍隊の他 に三万人 の傭兵 を雇 ってい る と彼 らは

主張 した。

他の軍隊に関 しては、強大なメキシコやペルーを少数の軍隊で征服 したスペイン軍の例

を著者が引 き合いに出 していないことを疑問に思う。彼 らのすべての作戦において騎兵

八百 と歩兵五千七百五十以上を従えていたなどとは読んだことがない。

軍 隊 は、他 の もの と同様 に、 その割合 で大軍 に も寡兵 に もなる。そ して リチ ャー ドニ

世16に 召 集 され た四千 人のチ ェ シ ャー の弓兵 は、主 人の破滅 を導 い ただ けであ ったが、

実際 には現在の武装 した二万人以上 に威嚇的 な軍隊であ った。
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(3)

著者 らは(彼 らの名前 は 「軍 団」 だ と聞いてい るので)歴 史 をメア リー女王17ま で さ

か の ぼ り、 そ こで突 然、常 備 軍 は当 時、千 二百 人 で あ り、 エ リザベ ス女 王 の時代 に は

三千五百人であ った と我 々に告 げる。つ いで なが ら、そ こで注 目に値す るこ とだが、 イ ン

グラ ン ドにおい て過去百 四十年 間以上 も常備軍 を維持す るこ とが容認 されていた と彼 らは

認 めてい る。 とい うのは我 々が問題 に してい るの は人数 では な く、「常備軍」 の存在 その

もの だか らであ る。 そ して彼 らは以前のパ ンフ レッ トでいか なる常備軍 も我が国の政体 に

とって破壊 的な存在 であ り、 イ ングラ ン ドの 自由 とは一 致 しない と しば しば主張 して き

た。 それで も我 が国の政体 はエ リザベス女王18の 時代 で も非常 にうま く成 り立 ってい た。

また、 これ らの紳士方 は自分 たちの引用文 も忠実 には引用 してい ない。 とい うの はま

ず初 め にメア リー女王 は常備軍 が千二百 人だ けだ ったので、 カ レー19を 救 出す るに は兵

力不足で あ り、恥ずか しくもカ レーをフラ ンスへ奪 われ て しまったこ とを無知で ない彼 ら

は知 っている。実際、女王が市民軍 を召集 してい た ら、彼 らはフラ ンス軍 を ドーバ ーへ上

陸 させ なか ったであ ろ う。 しか し彼女が一万人の傭兵 を用意 してい た ら、以前か ら長期 間

我が 国の領土で あったカ レーを今で も維持 してい ただろう。 もしそ うであれ ば、 ダ ンケル

ク20を 失 うこ とは我 が 国に とってそれ ほ どまで不利 に はな らなか ったであ ろ う。 それか

らエ リザベス女王 につい ては、彼 らは女王が いつ もネーデル ラ ン トに非常 に素晴 らしい軍

隊 を維持 してい たこ とを省略 してい る。 ネーデルラ ン トは女王 に とっては兵士の養成所で

あった。 そ して女王が侵略 されるこ とを恐れ てい た とき、 自国の防衛 のため に どれ くらい

の兵士 を本 国へ輸送 した のか を問 いたい。 とい うの は女 王が用 意 した軍 隊 は、 テ ィルベ

リ21の 野営 地 に四万 四千 人 、そ して プ リマ ス22に 二万 人 で あ ったが、 全員 が市 民軍 で

あったわけで はな く、 アイルラン ドや ネーデルラ ン トでの実戦経験の ある兵士で あった。

(4)

エ リザベ ス女王の業績 だ と著者が述べ てい るこ と、そ して女王が どのような栄光の もと

で統治 し、死去 した とき、 どのよ うに我 々の もとを去 ったか は、すべ て真実であ り、それ

以上 の ものがあ る。 そ して女王 の収入額や税収額 な どは、我 々が知 る限 り、正 しいで あろ

う。 しか しこれ らの紳士方が女王 に どれ だけ多 くの収入があ ったか とか、女王の偉大 な業

績がすべ てまるでそ の収入のおか げであ るな どと主張す る とき、彼 らは事態 をひ どく誤 り

伝 えてい る と言 わせ て頂か なけれ ばな らない。女王 に どの ような税収があ り、スペ イ ン人

か ら西 イ ン ド諸 島や カデ ィス23お よび海 上 で どの よ うな方 法 で、何 回 か に わ た って
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6千 万エ イ ト24以 上 も奪 い取 ったか を述べ るべ きであ る。そ れ らは都市 か らの補助 金や

関税、 ネーデルラ ン ト人が女王 に支払 った利子 な どと合計す る と莫大 な額 になる。そ して

この資金 で女王 はすべ ての偉大 な業績 を達成 し、つね に兵力 を維持 し、和平条約 を結 んだ

後 も残 したのだ。 同様 にジェ イムズ ー世25は ブ リー レ・26、ラ ッメケ ンス27お よび ブリ ッ

シ ンゲ ン28に お け る守備 隊 にネーデル ラ ン ト人が支払 い を拒絶 した とき、食糧不足 の た

めそ の うち三千人 を餓死 させ、置 き去 りに した。

私 は ジェイムズー世 、チ ャールズー世 、 も しくはその息 子た ちの歴 史 には踏み 込 まな

い。歴史 的な部分 は、要点 について の私 の理解で はこの場合 どち らの方向 に も議論 とな ら

ない。我 々の直面 してい る問題 は今 までが どうで あったか、 なか ったか とい うよ りも、今

何 をす るこ とが求め られ てい るかで ある。そ して私 はこれ らの紳士方が穏やか な議論 を認

め られるこ とを望 む。そ の場合、 まず第一 にイ可らかの常備軍が絶対 に必要で あ り、議会の

同意 の もとでの常備軍 は違法 ではない と証明 させ て頂 きたい。

(5)

私 は、先 の議論 に対す るある返答が この件 の歴史的 な部分 に言及 し、 イ ングラ ン ドのあ

らゆる政府が長年の 問なん らか の常備軍 を維持 していた とい うこ とを証明 しよ うとしたこ

とを覚 えている。そ の内容 はあま りに も明 白で あ り、否定で きない ものであ る。

そ れか ら彼 らはジェイムズー世の治世 につ いて吟味 し、続 けてチ ャールズー世の治世 に

つい て調べ、彼 らが軍隊 を持 たなか ったこ とを認 めたが、それで も彼 らがおか したあ らゆ

る暴政 と圧政 を並べ立 てた。 どのように して彼 らが 国家 を隷属 させ、議会 を軽視 し、 臣民

を抑 圧 し、 課税 した か。 そ れ もす べ て常 備 軍 を持 た ず に。 い や、 そ れ ば か りで な く

チ ャー ルズー 世 は議会 を侮辱 した とき、 これ らの著者 が言 う ように、彼 は喜 んで居 酒屋

や、賭博場、売春宿 な どを くまな く捜索 し、三、 四百人 をか き集 めた。それが もし事実 な

ら、信 じるに値 しない とは思 うが、それで も彼 は軍隊 を持て なか ったこ と、護衛兵 さえ も

持 てなか ったこ とは明 白である。 さて、 もしこれ らすべ てが軍隊 を持 たない 国王 によって

な され たな ら、軍隊 を持 って い る場合 に これ以上 の こ とが出来 ない と どう して言 え よ う

か。不幸 は軍隊 にあ るの ではな く、暴君 にあ る。

著者 らによれ ばチ ャールズー世 は自分 を支 える軍隊 を持 たなか ったので、彼の暴政 は不

安定 で、最後 には破滅 した と結論 づ けてい る。そ れで は彼 の息子29に つ いて は同 じこ と
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が言 えないのだろ うか。強大 な軍隊 を持 ち、 それ までの イ ングラン ドの軍隊 と同様 に傭兵

の軍隊で あった。彼 は自分 を支 える軍隊があ りなが ら、彼の暴政 は不安定で最後 には彼の

破滅 を招 いた。暴政 はイ ングラ ン ドにこれまで生 い茂 るこ とのなか った雑草であ り、常 に

植 えつ けた人 々を毒 して きた。そ して軍隊が存在 してい て も、い な くて も同 じ事であ る。

(6)

これらの紳士方は忠実な歴史家ではないことを世間の皆様にお知 らせするために少 しだ

け触れてお きたい。彼 らは事実を公正に述べるのではなく、ただ自分たちの 目的に反する

とい うだけで現実の事実を省略 している。それは公平な議論 とは言えない。

しか しもしこの件を議論 しなければならない とすれば、私は二つの題 目に限定すること

が最適だと思 う。

まず初めに、平時における常備軍は合法たりえないのか。

次 に、 それ は役 に立 たない のか。

最初の問いに対 しては、以前出版された 『常備軍は自由な政府 とは矛盾 しないことを示

す論』30という短いパンフレットで実際に証明されている。これらの紳士方はこれに返答

することが適切だとは全 くお考えではないようだ。そ して今無言のうちに事実であると認

めてお られなが ら、それにもかかわらず危険であると言われている。 しか しなが ら、 もし

常備軍が合法的なものなら、我が国の自由と政体を破壊するものだという考えは真実たり

得ない。 とい うのは合法的なものが我が国の政体を破壊することは決 してあ り得ないか ら

である。それは常備軍を合法的なものでありなが ら、また同時に不法なもの とすることに

なる。

常備軍は議会の同意があれば合法的な軍隊である。そ して もし立法府が軍隊を設立する

のならば、企業にとっての勅許状 と同様に軍隊にとっての立派な免許状 となる。 というの

はこれらの紳士諸君は、議会によって設立され、違法 となり得ない軍隊の他にどのような

ものを指 してお られるのか。貴族院の破産者や、下院の年金受給者、お世辞ばか りの聖職

者、売春的な内閣などの肩書 きは有毒な語句であ り、そして情熱 と不作法のどちらも好

む。現在そのようなものはなく、今までにもなかったと私は確信 しているし、今後 もない

ことを希望 している。
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(7)

そ れで もなお、た とえ彼 らが そ うで あ った として も、彼 らはイ ングラ ン ドの議会 であ

る。 そ して彼 らの行為 は王 国全体の行為であ り、違法 とはな りえない。

私 は著者 らが認め てお り、否定で きないこ とを証明す るため に時 間を費やすつ もりもな

い。 したが って私 は第一 の主 題 は以前 に証 明 され た もの と して、 また我 々の敵 対者 に

よって認、め られ た もの としてそのままに してお く。

つまり、議会の同意を得た平時における常備軍は自由な政府 と矛盾 しない し、合法的な

軍隊である。

二番 目の主要 な議論 は、そ れが必要か どうかで ある。合法的 な ものが常 に適切 な もの と

は言 えないか らであ る。我 々が告 げ られ てい るように、軍隊 によってさ らされ るこ とにな

る危険 を冒す ほ どの必要性が あるか どうか。

これほどまで莫大な血 と財物を犠牲にして購った平和を維持するために適 した態勢を常

に取 らなければならない非常に重要な理由があることには議論の余地はない と思う。軍隊

を維持すべ きか、否かについてはこれか らの議論である。軍隊のおかげでこの講和を獲得

できたことは認めてもらいたい。そ して我が国が強国であると思われなかったら、講和条

件はこれほど恵まれたものにはならなかっただろう。またルイ十四世31は あれほどまで

広大な諸国や、難攻不落の要塞や、君主の称号を手放さなかっただろう。我が軍は同盟軍

と共に神の加護の もとにこの講和 を獲得 した。 さて、話 し合いでこのリヨン32を 手放 し、

フランス王の名誉だけに頼って条約を守 らせることが適切だろうか。彼は以前、同様な場

合に、名誉には大 した価値を認めなかった。我が国の軍隊を解散 し、同盟国に頼るべ き

か。これは率直な質問である。

(8)

もしもフラ ンス王がそ れほ ど信頼で きるな ら、スペ イ ンや神聖 ローマ皇帝 は強力 なブラ

イザハ33、 フライブルグ34、 フィ リップスブルグ35、 モ ンス、 ア ト36、ル クセ ンブルグ37、

シ ャルル ロワ38な どの よ うな都 市 に対 して これ ほ どまで強力 に全 力 を注 ぐ必要 は無 か っ

た。 これ らの都市 は莫大 な維持費がかか り、彼 らに とっては実際 の利益 はなか った。そ し
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てフラ ンス王 は喜 んでフラ ンシュ コン ト39、 ブル ゴーニ ュ40お よび広大 な領域 を大 きな収

入 と利益 とともに、 それ らの代 わ りに断念 しただろう。 しか しこれ らの都市 は講和 の誓約

として与 え られ た。 そ して莫大 な費用 をか けて同盟 国によって維持 される。 したが って同

盟 国側 は自分 たちの条件 をフラ ンス王 に実行 させ るほ ど十分 な力 を持 ってい るの だろう。

私はこれらの紳士方が今、 どれほど大 きな安全保証でいい気になってお られるのかはわ

か らないが、私にとって世の中で最 も滑稽な事柄は世界中の国々が金を払って軍隊を維持

しているようなときに完全に武装を解除することである。

私 は喜 んで このクラブの紳士諸君が望 むだけ、議論の幅 を認め よ う。そ して、それ ゆえ

にフラ ンス王が引 き渡す取 り決め になってい たすべ ての 占領 した都市 と国々を、現実 には

フラ ンス王 はそ んなこ とは実行 してい ないが、仮 に引 き渡す としよ う。 また、 ジェイムズ

ニ世 は実際 にはそ の権力 も人物 も全 く脅威 で もな く、 この場合 には言及す る価値 もない。

またスペ イ ン王41は 死 んで もい ない し、死 にそ うに もない。 さらに、 これ らは常備 軍の

ため の議論で はない し、今 までそ うであ ったこ ともな く、少 な くとも単独で考慮 され たこ

ともない。

(9)

しか しこれ らすべてにもかかわらず、実力のある何 らかの常備軍は、国家が きわめて高

価な代償 を支払って獲得 した講和 を維持するために絶対に必要である。そして運に任せ、

この不確実性に我々の身をさらすことはきわめて説明困難で論拠薄弱なものに思える。誘

惑が盗人を生むと言われている。我が国が無防備で無力であれば、この講和を不安定なも

のにし、フランス人が講和を破棄する気になるものはこれ以外にはない。

国内の軍隊 は危険 だ として も、 まった く逆 に軍隊 を持 たない こ とは海外で は致命的 にち

がい ない。軍隊 の危険性 は不確実で あ り、 まった く危険が ないか も知 れないが、正反対で

の損害 は確実で ある。以前我が 国が フラ ンス を占領 し、すべ ての フラ ンスの愚か者 は死 ん

で しまったので、そ れほ どまで心配 を して恐 れ るこ とはない と言 ってい るわけで はない。

フラ ンス は現在、 イ ングラ ン ドを除 けば、 ヨーロ ッパのいか なる単一 国家 よ りも強大であ

り、 フランス を一定地域 内 に とどめ てお くた めの唯一 の方法 は連合 と攻 撃的 な同盟であ

る。 これ は協力す る態勢 の整 った軍隊が なければ どの ように して維持で きるだろうか。私

に とっては理解で きない不可解 な謎であ る。実際 に国王 は同盟 国に語 られ るこ とになるで
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あろう。「ほんとうに我が臣下は私に軍隊を持たせない、それゆえに我が国は資金で分担

せざるをえない。」 しか し他の国々も我が国と同様 に軍隊を維持 し続けることは拒絶する

か も知れないが、そうなれば同盟は実質的にはきわめて効果のあが らない ものになるだろ

う。 これらのことは以前 に示 された し、 より適切 な言葉 を使 って述べ られた。そ して

我々が議論 している相手の紳士諸君はそれらについて語ることは忘れたほうが好都合だと

考えてお られるようだ。

(10)

しか し今、我 々は艦隊 と市民軍 につい てか らか われてお り、 これ らは返答 され るべ き常

備軍 に対す るすべ ての虚偽の 申 し立 てに相当す る もので ある。実際 に秩序あ る艦隊 は素晴

らしい ものであ る。 そ して よく訓練 され た、 この あま り知 られてい ない黒鳥 とい える市民

軍 もまた、 もし手 に入れ ば、立派 な もの になるだろう。 しか し、紳士諸君、 あなた方 と同

様 に世の 中の出来事 を何人か の人 々に理解 させ て頂 きたい。 この艦隊 と市民軍が、あ なた

方が 主張 されるすべ てであれ ば、 フラ ン ドル42で の戦争 で は どの ような役 割 を果 たせ る

のか。我 々に とって非常 に関心 のあ るこ とはフラ ン ドルで戦争 を行 うこ とで ある。そ こで

の強力 な都市 による防壁 はフラ ンス に対す る世界 中で最善の防衛手段であ る。い まフラ ン

ス王 が八 万人 の軍隊 で大 嵐の よ うに、1672年 に彼 が した ように宣戦布 告 もせず 、それ ら

の諸 国 に襲 いかか った とす れば、市民軍 は国王 とと もに同盟 国救援 の ために海 を渡 るの

か。 それ とも我が艦隊が シャルルロワを救 うこ とがで きるのか。 あなたが言 われ るように

国王チ ャールズが行 ったよ うに四十 日で軍隊 を迅速 に召集す るこ とは可能 なのか。 これ ら

のこ とが考慮す る価値が ない とは奇異 なこ とで ある。 なぜ フラ ンス王 は軍隊 を維持 し続 け

てい るのか。そ れは恐怖 のためで はな く、彼 の栄光 を増す ためで ある。そ してまさにその

理 由の故 に、我が 国が無防備 のままでい るこ とは非常識 なこ とで ある。

(11)

イングランドはいつ も時代 と手を携えてきた。そして近隣諸国と同様に武装 したり、非

武装であったし、いつ もそうしなければならなかった。我が国が国内で軍隊を維持 してい

なかったときは、海外でも近隣諸国は軍隊を維持 しておらず、 さらにその必要 もなかっ

た。我が国は近隣諸国と同様に備えをしていた。 しか し今、近隣諸国がみな強大な軍隊を

持つ状況で、我が国は確実に危険にさらされてしまう無防備でいるべ きなのか。

軍隊は速やかに召集できると主張 されている。チャールズニ世は四十 日で軍隊 を召集
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し、現在 の国王 は きわめ て迅速 に召集 された。 これ らの紳士方 に調査 して頂 くように要求

す る。そ れ らの軍隊 を どの ように して運 んだのか。私 は彼 ら両方 を見 た。彼 らは今 まで に

見 たこ とのない ほ ど愉快 で、勇敢 な若者達で あった。 しか し訓練 も受 けず、銀難辛苦 には

慣れ て もいず、前者 の軍隊 はフラ ン ドルに とどま り、マ ラ リア熱や下痢 とい う、 まさ しく

最初 の戦 闘で朽 ち果 てた。そ して後者 の軍隊 はダ ン ドーク43で 同様 な 目にあ った。 イ ン

グラ ン ド人 の どの軍隊 も海外 に出て軍務で鍛 え られるまで はいつ もうま くや ってい けるだ

ろ う。我が 国民 の性質 を知 ってい る人 に訴 えたい。 イ ングラン ド国民 は世界で最悪の未熟

な人 々で あ り、 それ を克服 した時 には最高の人 間になる。

しか し要点 に戻 ろう。 もし我が 国の平和 を守 り、絆 と防御 となる同盟 国 と連合 を維持す

るために必要 な ら、敵か らの攻撃 を防 ぐため にいつ も準備 を してお くこ とが必要で はない

か。我 々イ ングラ ン ドの軍事力 の評判 を維持す るため に も必要で はないか。そ うであれ ば

国内 にお いて自国民 を守 るためだけの態勢で はな く、海外で 同盟 国を守 り、敵か らの突然

の攻 撃 に対す る支援 が必要 とな るだろ う。そ して これは艦隊 や、市 民軍 では不 可 能であ

る。

(12)

しか しさ らにこの論 を進め る と、我が 国は艦隊 を所有 してい たに もかか わ らず イ ングラ

ン ドは侵入 され、 また繰 り返 し侵入 され てい る。ヘ ンリー七世44は リチ ャー ド三世45が

艦 隊 を率 いていた に もかか わ らず軍 隊 とと もに上 陸 した。 モ ンマ ス公46は ジェイムズニ

世 が立 派 な艦 隊 を持 って いた に もか かわ らず、 イ ン グラ ン ド西部 に上 陸 した。 そ して

ジェイムズニ世 の常備軍 は二千人 に過 ぎなか ったが、そ こで敵軍 を大敗 させ るこ とがで き

なか った とすれ ば、すべ ての人 々に判断 して頂 きたい。市民軍 は彼 に対 して何がで きたの

であろ うか。い ま仮 にモ ンマス公が フランス人 だった とすれ ば、 または他の どの 国で もよ

いが、彼 は上陸 し、我が 国に侵入す る時 間が あったこ とにな り、武器 を荷下 ろ しして、再

び船 団を送 り返 し、 その 間、全 く我が艦隊 によって阻まれ るこ ともなか った とい うこ とに

なるか も知れ ない。 さ らに、 もし彼が五千人 の正規兵 を従 えてい た ら、 ジェイムズニ世 を

その王 国か ら追い 出 していただろ う。繰 り返 しになるが、彼 の部下が訓練 もろ くに受 けて

いない、単 なる市民軍で あれ ば、そ の結果が どうなったか わか るだろう。言 っておか なけ

ればな らないが、た とえ彼 らが我 が 国の他の市民 軍 よ りもは るかに優 秀 であ った と して

も、彼 らはその 四分 の一 の数 の正規軍 に敗北す るだろ う。

さ らに我が 国 には艦 隊があ った に もかかわ らず 、オ レンジ公47は 指揮 下の全軍 を迅速

に上陸 させ、十分 な時 間を得 て全艦隊 を送 り返す こ とがで きた。 したが って艦隊があれ ば
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我が国が侵略されることはないという考えは誤 りである。我が国には立派な艦隊があった

にもかかわらず侵略されたのである。そ して私はうぬぼれではなく、あなた方が近隣諸国

の港を封鎖出来る艦隊を持たない限り、艦隊に対する何の脅威 もなく海を越えて、彼 らは

どの地点か らで もイングランドに侵入を試みるだろう。だか らどこであれ船を礒装 して送

り出そうとする動 きを耳にすれば、エ リザベス女王がフランスのアンリ四世48に 対 して

行動 したように艦隊を派遣 し、彼 らの動 きを止めなさい。

(13)

今、 もし私が艦隊の存在にもかかわらず、安全に海岸に到着で きたとして、市民軍以外

に私に対抗する軍隊が無ければ、私は理解力のある軍人に問いたいのだが、この国全体を

征服するために何名 ぐらいの兵士が必要だろうか。実際には、強大な軍隊は不要だろう。

とい うのはおそ らく、我が国で最上の四万人の市民軍で も訓練された軍隊の応援がない限

り、実戦経験のある八千人の兵士 には対抗で きないだろう。アイルランドのエニスキ レ

ン49の 人々の場合はここでは当てはまらないだろう。とい うのは、一つには彼 らは自分

たちの家族や財産を破滅させ られて絶望 した人々であり、この上なく怒 り狂っていた。そ

して武力以外には自分たちの生命を守る手段が無かったのである。そ してもう一つは、ア

イルランド人は世界で一番卑劣でみっともない連中である。すなわち彼 らはマスケット銃

を目を閉じて撃ち、そして左手 と区別するために右手のまわりにひもを結びつけるような

連中である。これらは情けない例であり、我々が以前か ら知っていたように、市民軍は常

に子供達や愚か者を相手にするときだけ勇敢な兵士 となることを証明するだけである。 し

か し、我々の市民軍はオレンジ公ウィリアムの歴戦の勇士を本気で阻止 しようとする気持

ちがあったとしても何が出来ただろうか。現実にはジェイムズニ世 と同様にただ逃走 した

だけである。

市民軍を有効利用する計画は大いに語 られてきたし、その 目的で一冊の本が出版されて

いる。それが実行可能であればよい計画だっただろう。 しか し賢人であれば誰 もそのよう

なことは決 して試みなかったであろう。なぜなら賢人は不可能なことはしないか らであ

る。戦争はもはや思いがけない出来事ではなく、熟練を要する仕事であり、それに関与す

る人々は長い見習い期間を経験する必要がある。人間の機知 と勤勉さが戦争を高度な完成

域に高めてお り、管理運用 しなければならないほど大 きく発達 してお り、全体を運用する

人々を必要 としている。戦争は今や福音書のようなものであ り、人間はそれぞれに分担さ

せるべ きものである。このクラブの紳士諸君は好 き勝手に、イングランド人の生まれつ き

の勇敢 さについて立派なことを述べておられるが、彼 らに言 っておかなければならない。

一268一



17世 紀 イングラン ド常備軍論争6

軍人 の資格 として勇気 は以前 よ り価値が下が っている。勇気 も必要 だが、運用が戦争の技

術の基本原理 となってい る。 この一例 としてはアイルラン ドの例 を引 けば十分 だろ う。 ア

イルラ ン ド人が なん と惨 めな戦争 を したか誰で も知 ってい る。現在、 アイル ラ ン ド人が勇

気 に欠 けてい ない こ とは明瞭であ る。 とい うのは まさに同 じ人間が十分 な訓練 を受 けて、

海外へ 派遣 された とき、厳格 な規律 の もとで ピエ モ ン ト50や ハ ンガリーで彼 らが どれ だ

け勇敢 に振 る舞 ったか をみれ ば、彼 らが どの軍隊 に も劣 らない ほ ど立派 な軍隊で あるこ と

が認、め られる。

(14)

そ してもし事情が変化すれば、我々も自分たちの態勢を変えなくてはならない。そうす

れば 『常備軍の歴史』はどうなるのだろうか。今までは世界に決 して存在 しなかったとし

ても、いまや我々の安全は常備軍がなければ守れないほど彼 らは絶対に必要である。

今度は国内における常備軍の危険について少 しばか り吟味 してみなければならない。そ

うすることで、このクラブの紳士方が、あたか も一つの車輪だけですべてを運ぶかのよう

に、政府のすべての流れを一つの方向に変え、国王 と大臣の全体の計画が専制的な権力を

獲得 し、軍隊によって統治するためのものだと主張するとき、彼 らの考えが正 しいか どう

かわかるでしょう。

(15)

彼 らは実際 に時 には大 げさな賛辞で 国王の機嫌 を とってい る。 しか し、一方で彼 らは英

語 で表現 可能 な限 りの言葉 であか らさまに、「彼 はイ ングラ ン ドに来 る前 か ら、すで に軍

隊 による統治 を計画 していた。それ ゆえに宣言 において軍隊 を解散す る約束 を省略 したの

だ」 と発言 してい る。 これ らの紳士方の主張 は決 して役立 たない ので冷やか しは止め て頂

きたい。 ドライデ ン51が 述べ てい るように、

論争する人にとって、道理が引っ込むと

確実に頼れる手段は罵 りだけになる。

しか し、我 々は彼 らを同 じ方法で扱 うつ もりはない。宮廷 の(常 備軍 について)す べて

の巧妙 な策略が真実で ある と考 えるわけにはいか ない。その うちのい くつか は明 白な偽造

である。 「我 々に告 げるために議会 は、戦争 の一部 を海で首尾 良 く成 し遂 げ られ るか もし
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れない、 と考 えた。 また議会 の権威 とい う言葉 を権利の宣言 の常備軍 に関す る条項 に記載

す るよ うに、常備軍 を早 くか ら標的 としてい た人 々によって強 く主張 された。 さ らにアイ

ル ラン ド王 国は無視 され、 ロ ン ドンデ リー52は 救援 され なか った。 また よ り強大 な軍隊

の計 画 をで っち上 げ るこ とが可 能 となる ように。」 これ らは実 に恐 ろ しい思 いつ きであ

り、意 地悪 な人だ けに受 け入 れ られ る もので あ る。そ して も し私 に調査す る時 間があれ

ば、 ア イル ラ ン ド平 定の た め に軍 隊が 必 要 だ とい う優 れ た認識 を国王 と同様 に議会 も

持 ってお り、そ のための歳 出を認め るこ とに積極 的であ った とこれ らの紳士諸君 に証明す

るこ とは とて も容易で あろ う。 国王が二万人 の軍隊 を持 たず に平定 を試み るこ とは望 ま し

くない と議会で演説 され た とき、 もしこれ らの紳士諸君が誰が 国王陛下 にその ような発言

を助 言 したのか と尋 ね られ たな ら、 シ ョー ンバ ーグ公 爵53自 身であ る とお返事 された だ

ろ う。彼 は立派 な軍人で あ り、軍隊 の指揮官 の中で最 も正直で、彼 と同年代の誰 よ りも経

験豊か な将軍で あった。彼 を軽蔑すれ ばその判断 を非難 されず にはお れない。彼 は王 国や

軍隊 を打 ち破 るこ とに慣 れている人物で あったが、 ダ ン ドークで戦 うこ とは非常 に危険 だ

と考 えた。我 々は彼 の用心深 さで 国家全体 を救 う行為 を 目に した。何千 もの生命が失 われ

た ことによって、愚 かに も彼 に勇気 が欠 けて いたか らだ と非難 し、 それで ボイ ン54で 戦

死 したの だ と思 った もの もい る。 ジェイムズニ世 はアイルラ ン ドに五万人の軍隊 を持 って

お り、将軍以外必要 な ものはすべてそ ろっていた。そ して二万人以下 の軍隊で彼 らの鎮圧

を試み るこ とは軍隊 を手 に入 れるための 口実で ある とは誰で も言 えよう。

(16)

これは意味 をね じ曲げるや りか たであ り、(反 省 もな く)我 々の敵対者が とて も得意 と

す る方法 であ る。 しか しその方法 は、 ソ ッッィー二派55の 原理 で は有効 であ って も、政

治 におい てはそ れほ どで もない。

これによ り、私 は紳士方 に、以下 のこ とが きわめて明瞭 だ と述べ させ て頂か なけれ ばな

らない。す なわち彼 らは自分 たちが ひ どく熱心 に唱 えてい る自由で はな く、 む しろ現在の

確立 され た もの を中傷す るこ とに熱心 なので ある。

(17)

私が 次に見い だ した矛盾 は23頁 で ある。 そ こで、狡猜 な論争者 ら しく、議論 において

自分 たち自身を傷つ けない ように、断言 してはお られ ないが、それで も彼 らは明 白に、我

が艦隊の省略 はすべ て、我 々に とって艦隊 は何の保証 に もな らない という主張 をそ こか ら
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生み出すために計画されたものだと示 している。あたか も国王陛下や大臣が我が国の艦隊

に注 目に値することは何 もするなと、また 「我が国の艦隊は我々にとっては何の保証にも

ならない」 と議会で発言させるために何百万ポンドもの資金を六、七年の問浪費するよう

にと命令 しているかのように。これはきわめて重大なことであり、私は見逃すわけにはい

かない。国王陛下は逆に、以前のどの国王よりも我が艦隊 と商船のより一層の改善をされ

たか、否か、をこれ らの紳士諸君に調査するように要求する。国王陛下が どの前任者より

も多 くの船舶を建造 し、自分自身の特別の方法で、よりよい船舶を建造されなかったか ど

うか。 ドック、造船所、倉庫、船員、船などはイングラン ドの歴史上最高の条件にあるの

ではないだろうか。国王陛下の議会でのすべての演説において、彼 らに提示された海軍の

状況について最大限、海軍の偉大さを示されなかっただろうか。海軍 と船舶用品がこれま

で実現されたことのなかったほど国王陛下によって整備されなかっただろうか。また、戦

争の終わった今、世界最大で、最善の行動態勢 を艦隊に保たせ るように心 を配 られな

かっただろうか。そ してこれ らすべては艦隊があっても我々にとっては安全ではない と知

らせるためだったのだろうか。これ らの紳士諸君がこのように論理を飛躍 させて主張 し、

国王陛下が とられた安全保障策や、敵国の心配の程度 と同程度に我々が満足すべ き事柄を

けなす とき、私は恥ずか しくさえ思う。

(18)

そ の うえ、私 は国王陛下、 もしくは大 臣 も演説や談話 において良質 の艦隊の価値 を低め

よ うと提案 され たこ とが あるだろ うか。 もしそ うな ら、 どの よ うな 目的で彼 らはそれ ほ ど

艦隊 を大切 に し、そ のために人 々を確 保す る登録令があ り、 そ して彼 らを励 ます ため にグ

リニ ッジ病 院に王の基金が あるのだろ うか。 なぜ これ ほ どまで多 くの奨励金が船員へ与 え

られ たの だろ うか。 そ して きわめて膨大 な資材が彼 らを増員 し、継続す るため に蓄 え られ

てい るの だろ うか。

我 々は物事 を区別す る必要が あるので はない だろうか。我が 国の防衛 は二種類 あ り、我

が 国の力 も二種 類 な ければ な らないだ ろ う。我 々の艦 隊 は否 定 しが たい防衛 力 であ り、

我 々に対 す る保証 である。そ してそ うであろ うとなか ろ うと、彼 らが ひ どく好 む艦隊 と、

我が市民軍 は、彼 らが望 む ように国内におい ては大い なる保証 になるだろう。 しか し、 ど

ち らもフラ ン ドルで は何 の役 に も立 たないこ とは明 白で、否定 は出来 ない。戦争が始 まれ

ばそ こが戦場 となるこ とを誰 で も認 めるで しょう。我が 国は資金面で援助すれ ばよい とい

うこ とは、無意味で ある。 というの は資金 と同様 に人 間が不足 してい るか らであ る。そ し

てまたこの戦争で は異常 なまで高い割合でそ うで あ り、そ うであ った。
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(19)

これらの主張はもし出版社がそれを望むなら著者の もの と同様に、十ニペンスの本まで

にも拡大できるだろう。 しか し実際には短いので、彼 らを合理的に論破することはで きな

い ○

この ように軍隊 に反対 である と主張す るこれ らの紳士諸君 はあ る方法 を主張す るため に

それ らを とりあ げた。戦 時 にフ ィナ ー レ56か ら軍隊 を運 んで来 てスペ イ ンを援助 す る方

法 を。我 々が 問い詰 めなけれ ば我 々に知 らせ もせ ず に、 それ らの軍 隊は ッーロ ン57か ら

出航 しなけれ ばな らない し、我 々はその 目的 のため海峡 に強大 な艦隊 を配置 しなけれ ばな

らない。 そ う しな けれ ば彼 らは先手 を打 たれ て しまうだ ろ う。 いや、 そ れ らの軍 隊が

フ ィナ ー レへ どち らの方向か らや って くるの か問い ただす こと もな く、サ ヴ ォイ公58が

モ ンフェラー ト59を 占有 してお り、 フランス 軍 に対 して北部 イ タリアすべ て を領有 して

いる。 もし彼 らが戦争 を導 くの と同様 に議論が うま くないの な ら、 また彼 らの論理が地理

の知識 に勝 らないの な ら、彼 らの議論 も同様 にお粗末 な もの に しか な らない だろう。

しか し、彼 らはそ のよ うなこ とは理解で きる と思 われ るので、私 は喜 んで これ らの紳士

諸君 にお尋 ね したい。 もしカ トリック教徒 とプロテス タ ン トとの 問で戦争が突然 この神聖

ローマ帝 国で生 じた ら、預言力 のない人 間で さえ もきわめて起 こ りそ うなこ とだ と言 えよ

うが 、 これ らの紳 士諸君 は プフ ァル ツ60の プロテス タ ン トを どの ような方法で 国王 に援

助 して もらいたいの だろ うか。我が艦隊 と市民軍 はこの場合 どの よ うな軍務 に参加で きる

のだ ろ うか。 これ らの紳士 諸君 は、 その よ うな場合 には資金援 助 が 出来 る と言 われ る。

ジェイムズー世 も自身の娘 が世 襲財 産 を失いか けてい る ときに61、 きわめて情 けない態度

で同 じこ とを言 われ た。 そ して ドイッにお けるプロテス タ ン トの勢力 は、 グス タフ ・ア ド

ル フ62の 時代 以 来、以前 よ り一層 困難 な状況 にあ るが、 同盟 と連合 に よって支援 しなけ

ればな らない。 その 同盟 を我が 国王陛下が結成 されなけれ ばな らず、我が国の軍隊が支 え

なければな らない。 それが 出来 なけれ ば、そ もそ も支援が可能か どうか とい う大問題 にな

る。

(20)

これ らの紳士 諸君 はイ ング ラン ド国内の ことだ けに限定 して考 えてお られる ようだが、

イ ングラ ン ドの問題 はい くつか の役割で考慮 しなけれ ばな らない。今 回、 イ ングラ ン ド国

内だけを考 えれ ば、二つ の同盟 の盟主で あ り、両方 とも我が 国の繁栄 を維持す るため に本

質的 に必要 な もので ある。一方 は所有権 の同盟で あ り、他方 は宗教の 同盟で ある。一方 は
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フ ランス の奴 隷制度 に反対 し、他 方 は ドイツの カ トリック教徒 に対 抗 してい る。 そ して

我 々に一定 の軍事力が なけれ ば どち らも維持す るこ とが 出来 ない。 これ らの紳士諸君 に言

えるこ とだが、彼 らが我 々の 自由を守 るため に武装 を解除 させ たい としなが ら、彼 らは我

が 国の宗教 に致命的 な打撃 を加 える。実 を言 う と彼 らが宗教 の価値 な ど認め てい るな どと

は思 えない。 なぜ な ら彼 らの原理 は無宗教で あ り、不敬であ る とい うこ とが分か ってい る

か らである。

すべ てを語 り終 えた後 で、我 々が とりあげてい る軍隊 は何 なのか、 どの ように して維持

すべ きか を吟味す るこ とは不都合 とは思 えない。 とい うの はこれ らの紳士諸君 は最初か ら

王 国を支配す るほ どの強大 な軍隊 につい てず っ と論 じてお られ る。そ して話 しを大 きくす

るために彼 らはアイルラ ン ドやス コ ッ トラ ン ドまで話 を進め、それ らの王国の軍隊 を くわ

しく調査 してい る。 しか しなが ら結局の所、彼 らの計算 はほ とん ど三分の一近 く間違 って

いる。手短 に言 えば、彼 らは数字 を作 り上 げるために小 さな ものか ら大 きな もの まで を数

え上 げている。 それ に対 して返答す るこ とは好都合であ る。

(21)

第一 に、 どれ くらいの規模 の軍隊がス コ ッ トラ ン ドとアイルラ ン ドで維持 され てい るか

は この議論 には全 く当て は まらない。 とい うのはそれ らの両王 国 と も議会 が承 認 してお

り、 これ らの紳士諸君 はその ようにはお考 えで はない ようだが、 その兵力が必要 だ と認め

られ てい る。

第二 に、 もしも国王陛下が、我 々が議論 して きたよ うにそ のような状況で即応戦力 を保

有 してお くこ とが適切 だ と思 われ た として も、我 々の警戒心 と恐怖感 を取 り除 くため に他

の王 国に同意 を得 て保有 してお られ る。 自分 たちの安全 と満足 に対す る国王陛下の思いや

りに対 して、 イングラ ン ド国民 はなお一層感謝すべ きで はないか。

第三 に、 これ らの紳士諸君 はなぜ 国王陛下が ネーデルラ ン ト総督の地位 を保有 され てい

る こ とに対 して 同様 な反対 を しないのか。 その職権 に よ り彼 はいつで も好 きな ときに、

ネーデルラン トか ら一万人か ら二万人 を、海外で戦争が無い ときに我 々を隷属す るため に

呼 び寄せ るこ とがで きる。 というの は、 その軍隊 の距離 とい うの は我 々に とって安全の保

証 にはな らない よ うに思 われ るか らであ る。

話 しを続 ける と、戦争が終 わ り、 国王陛下 は外 国人の軍隊 を解散 され、騎兵 と竜騎兵の

他 に国内で十個連隊 を解散 された。 またほ とん どが海外のス コ ッ トラ ン ド人か らなる十二

個連 隊 をアイル ラ ン ドへ派遣 され、 そ こで彼 らを解散 し、恐 怖心 を抱 くほ どで もな くな

り、我 々の安全 の役 に もたたない ほ ど軍 隊 を大規模 に縮小 された。それ に もかかわ らず、
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この軍隊は我々がひどく怯える不安の種であ り、その結末は国民が奴隷化されると彼 らは

怯えている。

誰 もこの軍隊を永続的なものにしようと試みたもの もいない し、なんの定員 も規定され

てない。 しか し立派に釣 り合いが とれ、資格があり、議会が必要 とみなす軍隊は合法であ

ろうし、必要に違いなく、危険なものにはなり得ない。そ して我々は安心 して国王陛下 と

議会に軍隊を委任で きるだろう。議会は、安全で必要だと判断 しないか ぎり軍隊の保有に

は同意 しないだろうし、国王陛下は議会が同意するもの以外の軍隊は要求されないであろ

う。 したがって議会が同意する限りにおいて、我々が心配する必要があるだろうか。国王

陛下が軍隊の処理について議会の議決に任せ られるなら、軍隊を維持するか、解散するか

は議会が決定 し、この御代においては起こりそうにもないが、議会がその権力を失わない

限り、将来の危険が生 じることはない。

(22)

結論

私 はこの論 を終 える前 に、 この著者 らの人物 とその意 図につい て短 い考察 を してお きた

い。 またこの政府 に反対す る同様 なパ ンフ レッ トと、過去数年 間の彼 らの方法の経歴 につ

いて も少 しばか り考察 してみ たい。

国王陛下 は戦時 中に、 よ り人 目につか ない彼 らの行動の影響 に気づかれた。彼 らは資金

と供給 を遅 らせ、計画 を妨害 した。彼 らはそ れを二年 間続 けて、戦争 を延 ば したので、 フ

ラ ン ドルの軍隊 に とって致命 的 とな りそ うな もの であった。彼 らは世界 中の軍隊で(彼 ら

の他 には)例 の無い ほ ど長期 間、給料の支払 い もなか った。 そ して国王陛下 に認識 して頂

きたいが、彼 らは国王の ため に戦 ってい ただけで な く、必要 となれ ば国王の ため に飢 える

こ とさえ辞 さなか った。 そ して次の議会 の開会式 での演説で 国王陛下 には是非彼 らの こ と

に言及 して頂 きたい。

(23)

これ以 後、 これ らの紳士 諸君 は悪意 を企 て、そ して常 に、処 理の まず さ、無 能 な士官、

大 臣、 な どにつ いて町中に不平 を言 いふ らした。 自分た ちが重用 され ない こ とに憤 り、他

の人 々を嫉妬 してい る。講和 しなけれ ばな らない、そ うしなけれ ば戦争 によって破滅 して

しま うと叫 び、現在彼 らはひ どく過小評価 してい るが、 フラ ンス の軍事力 を誇張 して、そ
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してもし講和 によって自国民を救えなければ、我が国はフランスの属国になって しまう、

などなど。

最終的に、国王陛下は、彼 らの期待や間違った解釈に反 し、フランスを安全で名誉ある

条件 に同意 させた。そして期待 されていたばか りでなく切望されていた講和が獲得で き

た。

この講和が成立するとす ぐに彼 らは軍隊を解散させようと主張 している。今 となっては

国王が国民を傷つけることがないように、国王の武装を解除 しなければならない。そ して

子供や気の狂った人に持たせるような武器以外は与えてはならない。そして暴君か ら国民

を守るために国家全体が武装を解 き、同盟国は見捨て、全ての同盟国や(相 互防衛 と安全

のために締結された)条 約は放棄 しなければならない。そ して国王には自分自身の前提 と

する役割を実行出来なくさせなければならない。この 目的を達成するためにパ ンフ1/ッ ト

が出版された。そして国民の自由の擁護者 と主張 し、クラブを作 り、公然 と印刷物や講演

で主張 した。そ して彼 らはみな、 きわめて不名誉なソッッィー二派の異端の主張を信奉 し

ているので、片方の手では神の子に挑戦 し、 もう一方の手では国王 と政府に公然 と反抗 し

ている。

(24)

そ してまた彼 らの 冒涜 はそ の政策 と密接 な関係が あ り、彼 らは二冊 のソ ッッィー二派の

軍隊反対論 をほ とん ど一緒 に出版 してい る。

ほ とん ど同時期 に、 同 じ人 々に よ り、 ラ ドロウ63の 「日誌』二 巻が世 に出 た。 それ ら

すべ て におい て議会 の国王 反対 の行 為 は過 度 に誇 張 され てい る。 オ リヴ ァー ・クロ ム

ウェル64と い う単独 の人物 に よる統 治 は 目立 たな い ようにひ そか に反対 されて いるが、

一般 的には、単独の人物 に よる統治 はこ とご とく反対 され、すべ て共和主義の原則が唱道

され、弁護 され てい る。

そ してこの種 の仕事 を多 くかか え、 出版規制法令 に対す る恐れ の もとで、彼 らは出版の

自由を擁護す る本 を出版す るこ とによ り、そ の打撃 を避 けよう と努力 した。それ を彼 らは

きわめて巧妙 に実行 したので法案 は通過せず、彼 らの恐怖 も消滅 した。

これは彼 らが利 用方法 を知 ってい た勝利 で あ り、す ぐ後 に シ ドニー大佐65の 政府 の行

動原 理が 出版 され たが、それ は フィルマー卿66に 対抗 して書 かれた ものであ った。 この

ため に著者 は殉教者 として死 に、そ の出版社 の一つ はそれが世界で世 に出た もので聖書の

次 に最高 の著作であ る と厚か ま しくも述べ た。
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そ して今度は同じ組織か ら 『常備軍の歴史』が出版されたが、その中で偽 りの情勢判断

をさせ、遙か昔に放棄されているのに、独裁政治だとか専制的な政府だという叫びをあげ

させるため、大臣を罵倒 し、我が国の秩序をあざ笑い、国王を冷やか し、そ して国民を恐

怖に陥れるために世の中のあらゆる技巧が利用されている。

そ してそれは国王 と国民の間の軋礫 と不和の種をまく相当の力を持つ事になるか も知れ

ない。これら二つの軍隊に対す る攻撃は、ち ょうど議会の開会67に 合わせて出版 され、

きわめて熱 已・に販売されたので、ロン ドンで出版される以前か らイングランドか ら遠隔の

諸国でも目にふれた。

これらの状況は少 しで も世間の人々の 目を見開かせ、国民の間に分裂の種をまくような

輩には用心 し、変化ばか り願っている人々には関わるべ きではない、 という教えとなるこ

とを願 う。

そ してこの件は事実の適切な審判であ り、我々の自由と安全の どちらにも常に非常に関

心を払っている議会に任せることを希望する。

終わり

あ と が き

こ れ は.4B7∫ げR砂 か'0誘6研 ∫'0ηq/&or%4「 勿8・∠47アηガ63勿Eπ8・10r加L既 訪 ∫0魏6.4600襯'

げ'加.肋 伽73,1698の 翻 訳 で あ る 。(以 下.4-87∫ げRの 砂 と呼 ぶ 。)テ キ ス トは 京 都 大 学 大

学 院 准 教 授 高 谷 修 氏 よ り提 供 を 受 け た 初 版 に よ る 。 当 時 の 習 慣 に 従 っ て 著 者 名 は 記 さ れ て

い な い が 、LoisG.Schwoererに よ る とDanielDefoeに よ り1698年11月25日 以 後 に 出

版 さ れ た と さ れ て い る 。 八砂`6Mπ4(2%爾6∫,October,1966,p.388.

翻 訳 に 際 し て は 、P.N.Furbanked.,Po1漉6α1伽4E60πo〃zゴ6防 薦%g3げ1)磁611)⑳6,

y砿1」Co%∫ 魏 諭o〃 α1丁 乃εoη,Pickering&Chatto,London,2000を 参 考 に し た 。(以 下

一PO1漉6α1α〃ゴEoO〃0纏0防 魏%9∫ と 呼 ぶ 。)

注

1、4S乃07'、 研3'o乞yげ&α 〃4勿8° 、4ノ辮 ∫6s∫〃E〃g1α 〃4,1698.LoisG.Schwoererに よ る と

JohnTrenchardに よ る1698年11月25日 出 版 と さ れ て い る 。NO'63伽4Q%67∫6∫,

October,1966,P.387.
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DanielDefoe,/1B万41ヒ の)4y.

Stra伽rdlstEarlof(ThomasWentworth)、 ス ト ラ ッ フ ォ ー ド伯 爵(1593-1641):

英 国 の 政 治 家 、 チ ャ ー ル ズ ー 世 の 補 佐 役 と して 反 動 政 策 を推 進 、 長 期 議 会 か ら 弾 劾

さ れ 、 処 刑 さ れ た 。

WilliamNoyも し く はNoyeノ イ(1577-1634)。

CharlesIチ ャ ー ル ズ ー 世(1600-49):英 国 王(1625-49);ス コ ッ ト ラ ン ド王 ジ ェ イ ム

ズ 六 世(後 の 英 国 王 ジ ェ イ ム ズ ー 世)の 子;ス コ ッ トラ ン ド失 政 か ら 清 教 徒 革 命 を 引

き起 こ し、 処 刑 さ れ た 。

P.N.Furbankに よ れ ば 、 デ フ ォ ー が 誰 の こ と を 念 頭 に お い て い た か は 不 明 で あ る 。

Po1露 ∫oσ1〃z4Eco%o〃zガc防 髭∫〃9∫,P.269.

FamianusStrada、 ス トラ ー ダ 、1)6B6110B6忽co(1632-47)の 著 者 。

GuidoBentivoglio、 ベ ン テ ィ ボ リ オ 、 ボ ロ ー ニ ャ の 都 市 貴 族 。

DukeD'Alva:Ferdinando、DukeofAlva(1508-83)、 ア ル バ 公 、 ス ペ イ ン領 時 代 の

ネ ー デ ル ラ ン ト総 督 。1567年 大 軍 を率 い て ネ ー デ ル ラ ン トに 赴 任 、 エ フ モ ン ト伯 を

含 む 多 数 の 貴 族 ・市 民 を 処 刑 。

DonLewisdeRequescensル イ ス ・デ ・レ ケ セ ンス 、 ア ル バ 公 の 後 任 ネ ー デ ル ラ ン

ト総 督 。

Groningenフ ロ ー ニ ン ゲ ン:ネ ー デ ル ラ ン ト北 東 部 の 都 市 。

CountLodowickofNassauま た はLudwigル ー ト ヴ ィ ヒ。1574年 モ ー ク の 戦 い で

敗 死 。 フ リ ー ド リ ヒ ・フ ォ ン ・シ ラ ー 作 、 友 清 理 士 訳 、 「オ ラ ン ダ 独 立 史 』、2005年 、

ウ ェ ブ 公 表 版 、317頁 。

Harlem=Haarlemハ ー ル レ ム 、 ネ ー デ ル ラ ン ト北 部 の 都 市 、1577年 オ ラ ニ エ 公 ウ ィ

レ ム(1533-84)に よ っ て ス ペ イ ン よ り奪 還 さ れ た 。

Monsモ ン ス:ベ ル ギ ー の 都 市 。

CountD'EgmontComteLamoral、 エ フ モ ン ト伯 爵(1522-68):フ ラ ン ドル の 軍 人 ・

政 治 家 。

RichardIIリ チ ャ ー ドニ 世(1367-1400):イ ン グ ラ ン ド王(1377-99);エ ドワ ー ド三 世

の 後 継 者 で 孫 。

QueenMaryメ ア リ ー 一 世(1516-58):イ ン グ ラ ン ド ・ア イ ル ラ ン ド女 王(1553-58);

ス ペ イ ン の フ ィ リ ッ プ ニ 世 の 妻 、 ヘ ン リ ー 八 世 の 娘 、 新 教 徒 を 迫 害 し 旧 教 会 を 復

活 。

QueenElizabethエ リ ザ ベ ス ー 世(1533-1603):イ ン グ ラ ン ド女 王(1558-1603);メ ア

リ ー 一 世 の 後 継 者;ヘ ン リ ー 八 世 と ア ン ・ブ ー リ ン と の 娘;英 国 国 教 会 を 確 立 し、
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36

37

ス ペ イ ン の 無 敵 艦 隊 を 破 っ た 。

Calaisカ レ ー:ド ー バ ー 海 峡 に 臨 み 、 英 国 に 最 も近 い フ ラ ン ス 北 部 の 港 市;1347年

イ ン グ ラ ン ド王 エ ドワ ー ド三 世 が 占 領 し た が 、1558年 ギ ー ズ 公 が 奪 回 し た 。

Dunkirkダ ン ケ ル ク:フ ラ ン ス 北 部 の 港 市 。 ク ロ ム ウ ェ ル が ス ペ イ ン よ り奪 っ た が

1662年 に チ ャ ー ル ズ ニ 世 が フ ラ ン ス へ 売 却 。

Tilburyテ ィ ル ベ リ:ロ ン ド ン東 郊 、 テ ム ズ 川 に 臨 む 港 町 。 デ フ ォ ー が タ イ ル 工 場

を 作 っ た 場 所 。

Plimouth=Plymouthプ リ マ ス:イ ン グ ラ ン ド デ ヴ ォ ン 州 南 西 部 、 イ ギ リ ス 海 峡 に

臨 む 港 市;海 軍 基 地 が あ る 。

Cadizカ デ ィ ス:ス ペ イ ン 南 西 部 、 大 西 洋 に 面 した カ デ ィ ス 湾 に 臨 む 港 市;軍 港 。

Eightエ イ ト(主 と し て ス ペ イ ン領 ア メ リ カ で 流 通 し た 貨 幣)。

JamesIジ ェ ー ム ズ ー 世:(1566-1625):イ ン グ ラ ン ドお よ び ア イ ル ラ ン ド王(1603-25);

ス コ ッ ト ラ ン ド王 と し て は ジ ェ ー ム ズ 六 世(1567-1625);MaryStuartの 子;Stuart

朝 の 祖 で 王 権 神 授 説 を 信 奉;欽 定 訳 聖 書 を 英 訳 発 行 さ せ た 。

Brill=Brielleブ リ ー レ 、 南 ネ ー デ ル ラ ン トの 港 町 。1585年 か ら1616年 ま で イ ギ リス

に 占 領 さ れ て い た 。

Ramekins=Rammekensラ ッ メ ケ ン ス 。 砦 が あ っ た 。 ネ ー デ ル ラ ン ト南 西 部 、 ブ

リ ッ シ ン ゲ ン に あ る 。

Flushingブ リ ッ シ ン ゲ ン 、 ブ ラ ッ シ ン グ:ネ ー デ ル ラ ン ト南 西 部 、 ワ ル ヘ レ ン 島 の

港 市;ネ ー デ ル ラ ン ト独 立 戦 争 発 端 の 地 。

JamesIIジ ェ ー ム ズ ニ 世(1633-1701)。 チ ャ ー ル ズ ー 世 の 子;名 誉 革 命 中 フ ラ ンス に

亡 命 。

.肋.479%〃z6窺S加zo初9、 丁勿'αS孟 α〃4初9/17〃zy、 痂 訪co〃3θ%'(ゾPα 〃勿〃z6〃'、B

%o'加60π ∫∫s'6魏 ω励 α 」砂 θ600刀87〃 〃zε〃'、&.、1698.デ フ ォ ー の 常 備 軍 論 争 に 関 す

る 第 二 作 目の パ ン フ レ ッ ト。

Lewisthe14th=LouisXIVル イ 十 四 世(大 王 、 太 陽 王)(1638-1715):フ ラ ン ス 王

(1643-1715)O

Lyonリ ヨ ン;フ ラ ン ス 中 東 部 ロ ー ヌ 県 の 県 都 。

Brisac=Breisachaブ ラ イ ザ ハ 。

Friburg=Freiburgフ ラ イ ブ ル ク 。

Philipsburghフ ィ リ ッ プ ス ブ ル グ 。

Aeth=Athア ト、 ベ ル ギ ー の 都 市 。1667年 に ル イ 十 四 世 に 占領 さ れ た 。

LuxemburghニLuxemburgル ク セ ン ブ ル グ 。
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Charleroyシ ャ ル ル ロ ワ 、 ベ ル ギ ー 南 西 部 の 町 。

Franche-Compteフ ラ ン シ ュ ・コ ン テ 、1667年 お よ び1674年 に ル イ 十 四 世 に 占 領 さ

れ た が 、 最 終 的 に1678年 ス ペ イ ンか ら ル イ 十 四 世 に 割 譲 さ れ た 。

Burgundyブ ル ゴ ー ニ ュ 、 バ ー ガ ン デ ィ ー:フ ラ ン ス 中 東 部 の 地 方 。

theKingofSpainス ペ イ ン 王 カ ル ロ ス ニ 世Carlosll(1661-1700)。

Flandersフ ラ ン ドル 、 フ ラ ン ダ ー ス:中 世 に ヨ ー ロ ッ パ 西 部 に あ っ た 北 海 に 面 し た

国 。

Dundalkダ ン ドー ク 、 ア イ ル ラ ン ド北 東 部 の 港 町 、1689年 ア イ ル ラ ン ド に 上 陸 し た

シ ョ ー ンバ ー グ 将 軍 が 進 軍 を 停 止 し た 町 。

HenryVIIヘ ン リ ー 七 世(1457-1509):イ ン グ ラ ン ド王(1485-1509)。

RichardIIIリ チ ャ ー ド三 世(1452-85):イ ン グ ラ ン ド王(1483-85);エ ドワ ー ド四 世

の 弟 。

DukeofMonmouthモ ン マ ス 公:JamesScott、Dukeof,(1649-85):英 国 王 チ ャ ー ル

ズ ニ 世 の 庶 子;ジ ェ イ ム ズ ニ 世 の 王 位 を ね ら っ た が 処 刑 さ れ た 。

PrinceofOrangeオ レ ン ジ 公 ウ ィ リ ア ム 。

Henrythe4thofFranceア ン リ四 世(1553-1610)。

theIniskilling=Enniskillenエ ニ ス キ レ・ン 、 北 ア イ ル ラ ン ドの 地 名 。 ジ ェ イ ム ズ ニ 世

に 対 抗 し プ ロ テ ス タ ン トが 死 守 し た 。

Piemont=Piemonteピ エ モ ン テ 、 イ タ リ ア 北 西 部 の 州 。

Dryden,John、 ド ラ イ デ ン(1631-1700):英 国 の 詩 人 ・劇 作 家;桂 冠 詩 人(1668-88)。

London-Derryロ ン ド ン デ リ ー:北 ア イ ル ラ ン ドの 港 市;1688年 ル イ 十 四 世 に 援 助

さ れ た ジ ェ イ ム ズ ニ 世 の 軍 に 包 囲 さ れ105日 間 死 守 し た 。

DukeSchomberge=Schombergシ ョー ン バ ー グ 公 爵(1615?-1690)、 ア イ ル ラ ン ドの

ボ イ ンで の 戦 い で 戦 死 。

Boyneボ イ ン川:ア イ ル ラ ン ド東 部 の 川;1690年 ウ ィ リ ア ム 三 世 が 付 近 で ジ ェ イ ム

ズ ニ 世 軍 を 打 破 し た ボ イ ン川 の 戦 い で 知 られ る 。

SocinianPrinciplesソ ッ ッ ィ ー 二 派 の 原 理 。 そ の 主 張 は 三 位 一 体 を し り ぞ け 、 イ エ

ス ・キ リ ス トの 父 の み を神 と す る だ け で な く、 教 会 と 国 家 の 結 合 を 否 定 し、 国 家 は

神 の 制 定 に よ ら ず 、 し た が っ て 国 家 の 起 こ す 戦 争 を 正 し い と 認 め る こ と は で き な い

と し た 。 『世 界 大 百 科 事 典 』 平 凡 社 。

Final=FinaleLigureフ ィ ナ ー レ ・リ ー グ ル 、 イ タ リ ア 北 部 、 地 中 海 沿 岸 の 都 市 。 当

時 は ス ペ イ ン領 。

Thoulon=Toulonツ ー ロ ン 、 フ ラ ン ス の 地 中 海 沿 岸 の 軍 港 。
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DukeofSavoyサ ヴ ォ イ 公 。

Montferrat=Monferratoモ ン フ ェ ッ ラ ー ト、 イ タ リ ア 北 部 ピ エ モ ン テ 州 の 一 地 域 の

名 称 、 ピエ モ ン テ の 南 東 。

thePalatinateプ フ ァ ル ツ 、 パ ラ テ ィ ネ ー ト:ド イ ツ 南 西 部 、 ラ イ ン 川 西 岸 の 地 域 。

長 女ElizabethStuartの 夫 フ リ ー ドリ ヒ 五 世 が1622年 、 領 地 を 失 い ネ ー デ ル ラ ン ト

へ 亡 命 し た 。

GustavusAdolphusグ ス タ フ ニ 世 、 グ ス タ フ ・ア ドル フ(1594-1632):ス ウ ェ ー デ ン

王(1611-32);ス ウ ェ ー デ ン の 国 力 を 増 大 した 国 民 的 英 雄 。

Ludlow's1漉 〃zo加 ∫ ラ ドロ ウ 、EdmundLudlow(c.1617-1692)の 『日誌 』、 ラ ドロ

ウ は イ ン グ ラ ン ドの 国 会 議 員 。 チ ャ ー ル ズ ー 世 処 刑 に 関 与 。 死 後 の1698年 に 亡 命 生

活 を 送 っ て い た ス イ ス で 出 版 さ れ た 「日誌 』 で 有 名 。

OliverCromwell(1599-1658)王 政 復 古 後 、 チ ャ ー ル ズ ニ 世 に よ り墓 を暴 か れ 、 遺 体

を 吊 さ れ た 。 トマ ス ・フ ェ ア フ ァ ッ ク ス 卿 と ク ロ ム ウ ェ ル の 関 係 を 描 い た 映 画To

κ 〃 ακ勿g(2003)の 冒 頭 場 面 に そ の 情 景 が 描 か れ て い る 。

Coll.SidneyAlgernonSidneyシ ドニ ー(1623-83)、 英 国 の 政 治 思 想 家 、 軍 人 、 共 和

主 義 者 。

FilmerSirRobertロ バ ー ト ・フ ィ ル マ ー 卿(1589-1653)、 英 国 の 政 治 思 想 家 、 王 権

神 授 説 を 主 張 し た 。

1698年 の 議 会 は12月6日 に 開 会 さ れ た 。
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